
【再編統合の事例】

新潟県県央基幹病院（新潟県県央構想区域）
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基本情報 主な取組内容

【基本情報】

県央基幹病院

設置者 新潟県

運営者 指定管理者制度（予定）

病床数 400床（予定）

開院予定 2023年度（R5年度）

構想区域の課題

• 中小規模の病院が多数存立し、医師の確保や効率的な配置が困難

• 救命救急医療や高度・専門的医療、地域医療等の拠点的な機能を担える病院

がなく、役割分担・連携が不十分

• 二次医療圏外への救急搬送（特に重症・中等症患者、心疾患・脳疾患・外傷

患者の圏域外搬送）が顕著で、救急搬送時間が長時間化

検討経過

H21.7～H25.2 あり方検討会議・合同会議⇒病院再編案とりまとめ（500床規模）

H25.12 県央基幹病院基本構想策定員会⇒県央基幹病院基本構想

H26.8 県央基幹病院整備に向けたアウトラインの公表

H28.7 県央基幹病院整備基本計画策定委員会⇒県央基幹病院整備基本計画

H30.4 （独）労働者健康安全機構から新潟県に燕労災病院を移譲

R1.12 新潟県地域医療構想調整会議⇒県央基幹病院の機能・規模の見直し

取組の背景・経緯

燕労災病院と厚生連三条総合病院を再編対象とし、450床規模の基幹病院

を整備（平成35年度早期の開院を目標）

隣接構想区域を含む県地域医療構想調整会議、地域医療構想アドバイザーの活用

• 整備基本計画を、県地域医療構想調整会議を設置し環境変化に応じて見直し。

地域医療構想アドバイザーを活用し、調整会議における効果的な検討を推進

再編統合に向けた燕労災病院の県への移譲

• 県への移譲に伴い燕労災病院の職員は、県立燕労災病院の指定管理者となる

一般財団法人へ転籍

参考となる取組

公立・公的5病院を急性期機能を担う中核病院と地域密着型病院に機能を

再編。中核病院として県央基幹病院を整備し、病床規模は400床に見直し

県立燕労災病院 厚生連三条総合病院

設置者 新潟県
新潟県厚生農業協同

組合連合会運営者 指定管理者
一財）新潟県地域医療推進機構

許可病床
( )稼働病床

300床(233床） 一般199床(199床)

診療科目 14診療科 12診療科

医師数※1 23人 16人

1日入院患者数※1 172.2人 153.3人

※1 にいがた医療情報ネット 2020年1月更新



県央構想区域は、5市町村、人口約23万人から構成され、200～300

床規模の病院・診療所により医療を提供しているが、中小規模の病院が

複数存立することで医師の確保や効率的な配置が図りにくい、救命救

急医療や高度・専門的医療、地域医療等の拠点的な機能を担える病

院がない、という点が課題であった。また、県内構想区域で唯一、基幹型

臨床研修病院がなく、若い医師が集まりにくい（病院勤務医の高齢年

齢化）状況でもあった

特に、救急医療においては、県央構想区域の域外搬送率は県内の他の

構想区域に比べて高く、救急搬送時間も長時間を要す状況であった
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構想区域の状況と課題

【再編統合の背景】

出所：新潟県ホームページ

「県央基幹病院基本構想」県央基幹病院基本構想策定委員会（H25.12）

出所：新潟県ホームページ

新潟県地域医療構想調整会議（R1.12）

出典：救急患者搬送先医療機関調査（県医務薬事課）

出典：消防防災年報（県消防課）出典：救急患者搬送先医療機関調査（県医務薬事課）

出典：県基幹病院整備室調べ 出典：二次医療圏別医師数データ集－医師の地域別・診療科別偏在と

将来推計に関する地域別報告（日医総研）



新潟県地域医療構想調整会議により検証を実施

• 平成28年7月の「県央基幹病院整備基本計画」策定時から、医療

需要の変化等を踏まえ、令和元年度に隣接構想区域を含めた新潟

県地域医療構想調整会議を開催し、検証を実施

公立・公的5病院による機能再編を検討

• 検証の結果を踏まえ、公立・公的5病院を急性期機能を担う中核病

院と地域密着型病院に機能を再編し、連携・相互補完による地域医

療の質の向上を目指す医療提供体制の将来像を検討
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移譲により県立化した病院と公的病院を再編統合予定 検証により、公立・公的５病院での再編を検討

【再編統合の概要】

出所：燕労災病院ホームページ

燕労災病院と三条総合病院を再編し県央基幹病院を整備予定

• 県央基幹病院の整備については、平成21年の「救命救急センター及

び併設病院のあり方検討会議」から具体的な議論が開始され、平成

25年2月に、知事・市町村長・医療関係者等合同会議において、救

命救急センターを併設した県央基幹病院整備に向け、燕労災病院と

厚生連三条総合病院を統合再編すること等がとりまとめられた

• 平成28年7月に、県央基幹病院整備基本計画が作成され、 県央基

幹病院の病床規模（450床）、診療機能、設置場所、整備スケ

ジュール（平成35年度開院予定）、部門別整備計画等が示された

燕労災病院は労安機構から県に移譲

• 燕労災病院は平成30年4月に（独）労働者健康安全機構（以下、

「労安機構」という）から新潟県に移譲され、新潟県立燕労災病院と

なり一般財団法人新潟県地域医療推進機構*1（以下、「財団」とい

う）が運営

*1 一般財団法人新潟県地域医療推進機構

新潟県等の自治体が出捐する一般財団法人であり、県

内の地域医療の推進を図り、住民の健康と福祉の向上

に寄与することを目的とし、平成24年4月に設立。新潟大

学地域医療教育センター・魚沼基幹病院の指定管理者
出所：新潟県ホームページ

県央基幹病院建設通信 vol.号外
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再編統合の検討の流れ 主な会議体の構成員

【再編統合の経緯・流れ】

年度 検討経過（概要） 住民説明

H21

－

H24

あり方検討会

議・合同会議

検討地域救急

医療フォーラム

病院再編案とりまとめ(H25.2)
燕労災病院と三条総合病院を再編対象とし、500 

床規模の基幹病院を整備。整備運営は公設民営を

基本

H25
基本構想

策定委員会 県央基幹病院基本構想 (H25.12)

住民説明会

H26

H27

県央基幹病院整備に向けたアウトライン(H26.8)
整備・運営主体、燕労災病院の早期移譲、設置場

所の選定の考え方、整備に向けた手順、進め方

H28

H29

R1

県央基幹病院整備基本計画（案）(H28.3)

県央基幹病院整備基本計画(H28.7)
燕労災病院と三条総合病院を再編統合し、救命救

急センター併設の県央基幹病院（450床）を整備

H35年度の開院とし建設地は三条市上須頃地内

パブリックコメント

住民説明会

住民説明会

住民説明会

整備基本

計画策定

委員会

県央医療圏における医療提供体制の将来像ｲﾒｰｼﾞ(R1.12)

公立・公的5病院を急性期機能を担う中核病院

（400床）と地域密着型病院に機能を再編

新潟県地域

医療構想調

整会議

県央基幹病院の基本設計概要(H30.2)

検討主体

H30

住民説明会

燕労災病院の新潟県への移譲(H30.4)

燕労災病院の新潟県への移譲の基本合意(H28.12)

構成員

あり方検討会議・医療

関係者合同会議

(H21.7-H25.2)

知事、副知事、市町村長、構想区域内救急告示７病院の

病院長、地元医師会長

計11回開催

基本構想策定委員会

(H25.5-H25.12)

構想区域内救急告示７病院の病院長、地元医師会長、

新潟大学、県医師会

計4回開催

整備基本計画策定委

員会

(H27.8-H28.3)

構想区域内救急告示７病院の病院長、地元医師会長、

新潟大学、県医師会

計5回

新潟県地域医療構想

調整会議

(R1.8-R1.12)

※県央構想区域

地域医療構想アドバイザー、新潟大学、隣接構想区域関係

者（新潟・中越）、県央構想区域関係者（地元医師会

長、救急告示7病院長）

計3回



隣接構想区域を含め県単位の地域医療構想調整会議を設置し検証

• 平成28年7月の「県央基幹病院整備基本計画」策定時から、医療

需要の変化や医療制度改革の影響などの状況を変化や県行政改革

有識者会議や県立病院経営委員会等の意見を踏まえ検証

• 検証にあたっては、新潟市（新潟構想区域）、長岡市（中越構想

区域）の中間にある県央構想区域の特性を踏まえ、両構想区域を

含めた新潟県地域医療構想調整会議を令和元年8月に設置（3回

開催）

検証により公立・公的5病院による機能再編を検討

• 検証の結果、県央構想区域全体で急性期機能のさらなる集約化と

一層の機能分化・連携、より高次の医療機能は隣接構想区域との

連携が必要とされた。そのため、燕労災病院と三条総合病院の統合

だけでなく、構想区域全体で医療の質を確保する体制づくりに向け、

公立・公的5病院を急性期機能を担う中核病院と地域密着型病院

に機能を再編するとともに、中核病院となる県央基幹病院の病床規

模は400床に見直す、こととした

地域医療構想アドバイザーの積極的な参画により建設的な検討をリード

• 新潟県地域医療構想調整会議には、地域医療構想アドバイザーが

委員として参画（座長含む）し、議論を牽引

• 会議開催前には、県と地域医療構想アドバイザーにより、専門的な知

見から検討の視点や必要なデータ等について事前打ち合わせを実施。

また、地域医療構想アドバイザーが地元医療関係者の意見交換にも

参加
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新潟県地域医療構想調整会議による検証 新潟県地域医療構想調整会議における検討体制

【参考となる取組】

隣接構想区域を含む県地域医療構想調整会議、地域医療構想アドバイザーの活用

• 県央構想区域では、隣接する構想区域との関係性が深く、その関係

性に配慮する必要があることから、地元医療関係者をはじめ、地域医

療構想アドバイザー、新潟大学関係者、隣接構想区域の医療関係

者からなる「新潟県地域医療構想調整会議」において、医療機関の

診療実績や将来の医療需要の動向を踏まえた、医療提供体制の将

来像や医療機能の分化、連携の方向性を検討

第1回（令和元年8月開催）

第2回（令和元年11月開催）

第3回（令和元年12月開催）

• 新潟県地域医療構想調整会議 委員構成

 地域医療構想アドバイザー 4名

（新潟大学教授/座長,県医師会理事,県病院協会副会長2名）

 新潟大学 2名（医学部長、医歯学総合病院長）

 隣接構想区域関係者 4名（新潟・中越医療圏から各2名）

 県央構想区域関係者 13名（地元医師会長、病院長等）
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（参考）

新潟県地域医療構想調整会議での主な検討内容

出所：新潟県地域医療構想調整会議（第1～3回）資料



県と労安機構が協議し基本合意締結

• 平成27年9月より県と労安機構（本部）が協議を行い、H28年12

月に基本合意締結。平成29年3月に財団を指定管理者として決定

• 基本合意後、県と労安機構が合同で職員説明会、意向調査を実施

燕労災病院の新潟県への移譲に伴い職員は財団へ転籍

• 平成30年4月の燕労災病院の県への移譲に伴い、職員は労安機構

から県立燕労災病院の指定管理者である財団に転籍

基幹病院開院までは月額給与を保障

• 基幹病院の開院までは、燕労災病院の機能・規模は従来と変わらな

いため、基本的には労働条件を変更しないことを前提に協議

• 月額給与は在職（勤続）年数をベースとし、 それぞれの規程に基づ

くモデルケース等での試算・検討を実施

• 財団の就業規則、給与規程等を適用のうえ、基幹病院開院までは

労安機構時の給料月額、昇給を含めて保障

移譲後の退職金額は財団の制度を適用し在職年数は通算

• 退職金制度は財団の規程に基づくこととし、在職年数は通算して計

算。将来的な観点では有利不利が発生する可能性はあるが保障は

せず、説明会にて制度説明を行い理解を得たうえで転籍

• 労安機構在職期間の退職金は移譲時に県が相当額を承継。退職

者が発生した場合、県から財団に交付
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移譲に伴う労働条件等の調整の概要 検討の流れ

【参考となる取組】

再編統合に向けた燕労災病院の県への移譲（職員の労働条件等）

H24.6
新潟県から労安機構（及び厚生連）に対し、病院再編に関す

る参画の可能性について検討を要請

県と労安機構（本部）との協議

H28.12 県と労安機構とで基本合意を締結

県と労安機構が合同で職員説明会を開催。職員へ意向調査を

実施

県と財団で業務開始に向けた準備・労働組合との協議

H30.4 県立燕労災病院スタート（財団へ転籍）

H29.3 県議会において指定管理者が財団に決定

H24.9 労安機構（及び厚生連）から、病院再編に参画する旨の回答


